
２　基準単価 ３　単位 ４　対象経費

・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される
ショートステイ用居室
・小規模な介護老人保健施設
・小規模な介護医療院
・小規模なケアハウス（地域密着型特定施設入居者
生活介護の指定を受けるもの）
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又は
サービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型
特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）

42万円

定員数
※小規模多機能型居宅
介護事業所及び看護小
規模多機能型居宅介護
事業所にあっては、宿
泊定員数とする。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 700万円 施設数

・都市型軽費老人ホーム
・小規模な養護老人ホーム

21万円 定員数

２　基準単価 ３　単位 ４　対象経費

・地域密着型特別養護老人ホーム
・小規模な介護老人保健施設
・小規模な介護医療院
・小規模な養護老人ホーム
・小規模な軽費老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又は
サービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型
特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）

350万円 施設数

・地域密着型通所介護事業所
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所

102万9千円 施設数

１　区分

⑵　介護施設等の看取り環境の整備

　地域密着型特別養護老人
ホーム等の看取り環境又は共
生型サービス事業所の整備の
ための改修に必要な経費につ
いて工事費又は工事請負費及
び工事事務費（工事施工のた
め直接必要な事務に要する費
用であって、旅費、消耗品
費、通信運搬費、印刷製本費
及び設計監督料等をいい、そ
の額は、工事費又は工事請負
費の２．６％に相当する額を
限度額とする｡)｡　ただし、
別の負担（補助）金等におい
て別途補助対象とする費用を
除き、工事費又は工事請負費
には、これと同等と認められ
る委託費、分担金及び適当と
認められる購入費等を含む。
設備については、需用費（修
繕料）、使用料及び賃借料又
は備品購入費（備品設置に伴
う工事請負費を含む。）｡

⑶　共生型サービス事業所の整備

※　整備を行う個室については、看取り及び家族等の宿泊のために充分なスペースを確保することとする。
　また、整備した個室に関しては看取りに利用することを原則とするが、看取りとしての利用がない期間において、入所者の静養や家
族等の一時的な宿泊等に使用することを可能とする。

※　介護施設等において以下の①又は②に該当する大規模修繕（助成を受けているかは問わない。）を実施する際に、県が実施する介
護ロボット導入支援事業又はＩＣＴ導入支援事業において対象となっている機器等を導入するために必要な経費を補助する事業。
　なお、本事業においては、介護ロボット・ＩＣＴ以外の設備整備、職員訓練期間中の雇上げ（最大６ヶ月間）、職員募集経費、開設
のための普及啓発経費等は対象とならない。
①　施設の一部改修　一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工
事等施設の改修工事
②　施設の付帯設備の改造　一定年数を経過して使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用
設備等付帯設備の改造工事

⑴　介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ＩＣＴの導入に必要な経費

　地域密着型特別養護老人
ホーム等の大規模修繕の際に
あわせて行う、介護ロボッ
ト・ＩＣＴの導入に必要な経
費（令和２年４月14日老高発
0414 第１号・老振発0414第
１号厚生労働省老健局総務課
長・高齢者支援課長・振興課
長通知「地域医療介護総合確
保基金（介護従事者の確保に
関する事業）における「管理
者等に対する雇用管理改善方
策普及・促進事業」の実施に
ついて」の別紙１・別紙２を
準用する）。

別表

１　区分
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別表

２　基準単価 ３　単位 ４　対象経費

・地域密着型特別養護老人ホーム
・小規模な介護老人保健施設
・小規模な介護医療院
・小規模なケアハウス（地域密着型特定施設入居者
生活介護の指定を受けるもの）
・認知症高齢者グループホーム
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・小規模な介護付きホーム（有料老人ホーム又は
サービス付き高齢者向け住宅であって、地域密着型
特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの）

　介護職員１定員当た
りの延べ床面積（バル
コニー、廊下、階段等
共用部分を含む。）33
㎡※上記の基準面積
は、補助金算出の限度
となる面積であり、実
際の建築面積が上記を
下回る場合には、実際
の当該建築面積を基準
面積とする。

１／３

※１　地域の実情や利用者のニーズに応じて柔軟に整備できるよう、宿舎の定員規模や設備（居室類型、入居者の１人当たりの居室の
床面積や台所、浴室、便所及び洗面設備等）は問わない。
　ただし、補助対象となるのは、上記表中「１　区分欄」（以下、単に「区分欄」という。）に掲げる介護施設等（建築中のものを含
む。）に勤務する職員数分の定員規模までであって、１定員当たりの延べ床面積（バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。）33㎡
以下を助成配分基準とする。なお、土地の買収又は整地に要する費用、設備整備に係る経費は対象としないものとする。
※２　家賃設定については、居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案し、近傍（市内）類似の家賃と比較
して低廉なものとすること。
※３　設置場所については、利用の便（近接地、通勤経路）の面等から検討するものであり、個々の施設により事情が様々であること
から、敷地内又は近隣の設置に限定されない。
※４　入居者については、区分欄に掲げる介護施設等に勤務する職員でなければならない。
　ただし、当該介護施設等の職員の利用に支障のない範囲（定員規模の２割以内）において、当該職員の家族等や区分欄に掲げる以外
の介護保険・老人福祉関連施設・事業所（サービス付き高齢者向け住宅を含む。）に勤務する職員に限り、その利用を認めて差し支え
ない。

１　区分

⑷　介護職員の宿舎施設整備事業

　地域密着型特別養護老人
ホーム等の職員の宿舎の整備
（宿舎の整備と一体的に整備
されるものであって、市長が
必要と認めた整備を含む。）
に必要な工事費又は工事請負
費及び工事事務費（工事施工
のため直接必要な事務に要す
る費用であって、旅費、消耗
品費、通信運搬費、印刷製本
費及び設計監督料等をいい、
その額は、工事費又は工事請
負費の２．６％に相当する額
を限度額とする。）。
　ただし、別の負担（補助）
金等において別途補助対象と
する費用を除き、工事費又は
工事請負費には、これと同等
と認められる委託費、分担金
及び適当と認められる購入費
等を含む。
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